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第１章 計画の概要

第１節 背景・目的 

わが国においては、高度経済成長期に、多くの公共施設の整備が進められてきました。

その当時から建築された公共施設の建築年数は、30年以上経過し、その多くが耐用年数

を超過した状況となっています。そのため、このような公共施設は、今後、大規模改修や

修繕、建替えが必要となっています。 

地方公共団体においても、少子・高齢社会の進展、高度情報化時代の到来など、社会経

済情勢が急速に変化をしていく中で、高度化・多様化する住民ニーズに対応し、住民の皆

様に満足していただける行政サービスを提供していくことが求められており、そのために、

財政基盤の充実が喫緊の課題となっています。 

公共施設の老朽化は社会的な問題となっており、本町においても将来の公共施設等に係

る建替えや改修などの更新費用が増加することが予測されます。さらに、厳しい財政状況

が続く中で、今後、人口減少などにより、公共施設等の利用需要が低下していくことが予

想されます。 

このような状況下で、国からも公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、

公共施設等総合管理計画（以下、「総合管理計画」という）の策定を要請されることとな

りました。本町においては、2016年度に総合管理計画を策定しました。

総合管理計画では、町全体の公共施設の総合的な状況把握、方針の策定を行いましたが、

さらに個別の施設毎の実行計画を策定することが求められており、具体的な対策内容や実

施時期、対策費用を考える必要があります。このため、本町の関連計画と整合を図りなが

ら、施設の劣化状況を踏まえ、「琴平町公共施設個別計画」を策定します。 

個別計画の策定にあたって、本町の施設の再編についても方針を定め、再編方針をもと

に施設毎の指針を示すものとします。 
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第２節 計画の位置づけ 

本計画は、総合管理計画の下位計画として、建物施設の個別施設計画として位置づけら

れます。長期的な視点をもって、更新や長寿命化等の対策内容や実施時期、対策費用等に

ついて、施設毎に指針を示します。 

図表 1．計画の位置づけ 

第３節 計画期間 

本計画の計画期間は、2019年度から 2028 年度までの 10年間とし、5年ごとに中間

見直しを行うものとします。また、社会情勢の変化や事業の進捗状況等に応じて、計画期

間中においても見直しを行うものとします。
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第４節 対象施設 

対象施設について下表に示します。 

図表 2．対象施設一覧  

施設名称 建築年月日 総延床面積（㎡） 

琴平町役場庁舎 昭和 47年 12月 1日 2,266

琴平町教育委員会 昭和 52年 3月 1日 376

琴平町立北幼稚園 昭和 56年 1月 1日 365

琴平町立南幼稚園 昭和 58年 4月 1日 496

琴平町立琴平中学校 2020年 1月末完成予定  7,203

琴平町立琴平小学校 昭和 54年 6月 1日 5,386

琴平町立榎井小学校 昭和 54年 5月 1日 4,713

琴平町立象郷小学校 昭和 53年 3月 1日 3,551

琴平町立北保育所 昭和 56年 2月 1日 507

琴平町立南保育所 昭和 58年 4月 1日 949

いこいの郷公園 平成 12年 3月 1日 6,734

琴平町社会福祉センター 昭和 53年 4月 1日 795

琴平町総合センター 昭和 57年 3月 25日 1,207

琴平町文化会館 昭和 63年 4月 1日 1,413
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第5節 本町の公共施設等総合管理計画方針

本町が公共施設等総合管理計画において定めた基本方針は以下に示す３つとなってい

ます。本計画についても、この方針をもとに、施設毎の計画を策定し、計画的な対策を行

うことによって施設の保全に努めます。 

●基本方針 1：コンパクトで住みよいまちづくりの推進 
時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るために、公共施設等のコンパクトタウンを
めざし、安全・安心なくらしを基盤に今後も住み続けたいまちづくりを推進します。 

●基本方針 2：バリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 
道路や公共施設等におけるバリアフリー化を推進していきます。また、誰もが利用できる施
設整備、社会環境づくり、住民サービスの提供を基本とするユニバーサルデザインの推進を
図ります。 

●基本方針 3：安心・安全なまちづくりの推進 
地域防災計画に基づきながら、地域防災体制の整備を進めていきます。災害時に防災拠点や
避難場所となる公共施設の機能強化を推進していきます。 

平成 29年３月策定 琴平町 公共施設等総合管理計画
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第２章 琴平町の公共施設の現状と課題

第１節 施設の保有状況 
本町が保有する建物の年度別整備延床面積について、総合管理計画策定時にも記載をし

ておりますが、本計画においても再掲します。総合管理計画を策定した時点から、新設し

た施設等はありませんが、町役場や小学校など、1970年代に整備され、経過年数が 30

年以上となる施設が多いことが分かります。1981年度の赤線は新耐震基準を示しており、

学校に関しては、耐震補強工事は完了していますが、町役場等は耐震化が未実施の状況で

す。 

図表 3 年度別整備延床面積

学校教育系施設 町民文化系施設 社会教育系施設

子育て支援施設 保健・福祉施設 行政系施設 公営住宅

公園 産業系施設 その他

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ/
観光系施設

琴平町役場

琴平小学校

榎井小学校

象郷小学校

いこいの郷公園
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第2節 今後見込まれる更新にかかる費用
今後見込まれる建物系公共施設の更新費用についても、総合管理計画策定時に算出を行

いました。推計条件については、次節で示しています。本計画においても、同じ条件で、

2018年度からの推計を行ったところ、今後 40年間で 224億円の更新費用を要し、１年

間の平均としては、毎年 5億 6千万円かかる試算結果となりました。本町が実際に改修

や更新に充てられる費用は約 1億 7千万円という実績1があるため、費用が大幅に不足す

ることが分かっています。 

今後の財政状況を踏まえると、現状のままで施設の規模を維持することは困難であると

言えます。既存施設への機能の集約化や利用者のニーズの変化に対応した施設のあり方に

ついて、検討を行う必要があります。

図表 4 将来更新費用推計

1 公共施設等総合管理計画より。2011年度から2015年度の 5か年度の公共施設にかかる投資的経
費の平均額。 

大規模改修を建設後
30 年で行うが、既に
30 年を経過した施設
ついては、今後 10年
間で均等に費用を見込
んでいる。
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第3節 推計条件 
〇計算方法：延べ床面積×更新単価（図表5参照）耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等

で更新すると仮定して計算。

〇大規模改修単価：建替えの６割と想定し、この想定の単価を設定する。 

耐用年数：標準的な耐用年数とされる60 年を採用することとする。

〇大規模改修：建設後30年で行うものとする。

〇経過年数が 31 年以上 50 年までのもの：今後 10年間で大規模改修を行うものとして計算。

〇経過年数が51年以上のもの：大規模改修は行わずに60年を経た年度に建替えるとして計算。 

〇耐用年数が超過しているもの：今後10 年間で均等に更新するものとして計算。 

〇建替え期間：設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、３年間として計算。

〇修繕期間：設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、２年間として計算。

図表 5 更新費用推計に関する設定・更新単価
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第4節 人口推移 
 本町の人口推移については、「琴平町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 27年 10

月）の中で、2030年に 7,952 人とすることを目指していますが、「国立社会保障・人口問

題研究所 日本の地域別将来推計人口(平成 30(2018)年推計)」によると 2030 年には

6,909 人という推計結果が出ています。引き続き人口増加に向けた取り組みは行っていきま

すが、人口減少と少子高齢化の傾向については、公共施設のあり方においても考慮する必要

があります。 

図表 6 琴平町人口推移 

国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(平成 30(2018)年推計) 

人口推移 (人)
  0-14歳 15-64歳 65歳以上
2016 910 4,919 3,575
2020 791 4,110 3,507
2025 677 3,671 3,305
2030 574 3,287 3,048
2035 491 2,856 2,852
2040 428 2,411 2,681
2045 376 2,053 2,479
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第３章 公共施設再編の検討

第１節 公共施設マネジメントの必要性について 
第 2章において示したように、本町では 1970年代に整備され、経過年数が 30年以上と

なる施設が多くあります。これらの施設の改修・更新にかかる経費見込みは、現状の投資的

経費を大きく上回っており、現状に対して手を打たなければ、町の財政や行政サービスに重

大な影響を及ぼすことは避けられない状態です。早期に公共施設マネジメントの取組を推進

することで、将来の財政負担の軽減・平準化を図ることが必要です。 

上記のとおり、公共施設マネジメントを推進するために、公共施設のハード面等の実態の

調査、データの整理・収集を行い、現状をもとに総合的な視点での優先順位付けを行います。

優先順位付けより限られた資源を効果的に活用し、人口構造や町民ニーズの変化、立地する

公共施設のバランス、各公共施設の機能を踏まえた、適切な公共施設マネジメントを推進す

るための方針を本章において記載します。 

第2節 公共施設の実態 
公共施設の実態について、施設の経過年数の調査、劣化状況調査及び耐震診断報告書の調

査を行いました。施設の劣化状況調査ついては、文部科学省「学校施設の長寿命化策定に係

る解説書」に沿って、現地での調査確認を行っております。調査内容の資料や様式、調査結

果について、図表等を後述しています。 

施設の経過年数及び劣化状況調査結果は次頁の図表 7のとおりとなっています。健全度

は、図表 8にあるように、各建物の５つの部位について劣化状況を 4段階で評価し、100

点満点で数値化した評価指標となっていますが、役場庁舎や教育委員会が、比較的劣化が進

んでいるという結果となりました。 
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図表 7 劣化状況調査結果

劣化状況調査結果

施設・建物名称 
稼働年数
（年）

屋根 
屋上 

外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 
健全度
（点）

役場庁舎 45 C D C C C 31 

教育委員会 41 D C C C C 37 

社会福祉センター 39 C C B B B 62 

琴平小学校 
（校舎） 

38 B C B B B 65 

琴平小学校 
（屋内運動場） 

40 B B C C C 53 

榎井小学校 
（校舎） 

38 B C B B B 65 

榎井小学校 
（屋内運動場） 

36 C C B B B 62 

象郷小学校 
（校舎） 

40 D B C C C 47 

象郷小学校 
（屋内運動場） 

37 A B B B B 77 

北幼稚園 37 C B B B B 72 

南幼稚園 34 D C B B B 59 

北保育所 37 D C B B B 59 

南保育所 34 C C B B B 62 

いこいの郷公園 13 B B A A A 91 

総合センター 36 C C B B B 62 

文化会館 29 C B B B B 72 
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図表 8 劣化状況評価

図表 9 判定写真（例：屋根・屋上）
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図表 10 劣化状況調査票

第3節 長寿命化の判定基準
 構造躯体の健全性について、耐震診断調査を行った施設については、調査報告書をもとに

把握をしています。文部科学省「学校施設の長寿命化策定に係る解説書」によると、旧耐震

基準は、耐震診断結果よりRC造ではコンクリート圧縮強度 13.5N/㎟を基準に、その数値

以下の場合は「要調査」とし、その数値を超える場合は「長寿命化」と判定することとされ

ています（図表 12）。本町の公共施設においては、図表 11に示しているように、コンクリ

ート圧縮強度は 13.5N/㎟を上回っていました。数値結果を踏まえて、長寿命化等の施設の

あり方を検討することとします。なお、本町では、学校施設については耐震診断調査後に耐

震補強工事を実施、完了しています。 
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図表 11 コンクリート圧縮強度

施設・建物名称 平均圧縮強度の最低値（N/mm2)  

役場庁舎 16.1

社会福祉センター 25.7

琴平小学校（校舎） 24.0

琴平小学校（屋内運動場） 22.3

榎井小学校（教室棟） 21.9

榎井小学校（管理棟） 21.4

象郷小学校（校舎） 17.8

象郷小学校（屋内運動場） 20.2

北幼稚園 21.6

北保育所 25.4

図表 12 構造躯体の健全性  
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第4節 公共施設のあり方検討について 
公共施設のあり方を検討するにあたって、第 2節で記載をした公共施設の劣化状況調査

による施設健全度に加えて、施設重要度の考え方を取り入れます。施設重要度については、

災害時の拠点、避難所、住民生活への影響等を踏まえて図表 13 のように設定しています。 

図表 13 施設重要度の設定

評価 分類 施設名称 

I（高） 
・行政系施設（庁舎）

・学校教育系施設 

・役場庁舎 

・琴平小学校 

・榎井小学校 

・象郷小学校 

Ⅱ（中） 

・子育て支援施設 

・公園及びスポーツ/レ 

リエーション系施設 

・北幼稚園

・南幼稚園 

・北保育所

・南保育所 

・いこいの郷公園 

Ⅲ（低） 
・行政系施設（庁舎以外）

・町民文化系施設

・教育委員会 

・社会福祉センター 

・総合センター 

・文化会館 
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施設健全度と施設重要度をマトリクス表で取りまとめた結果図表14のようになりました。

施設健全度と施設重要度から優先度を１～４の4段階に分け、優先順位を設定しています。

優先度の検討の結果、役場庁舎、学校教育系施設の 3小学校、子育て支援施設の幼稚園及

び保育所について、優先的に施設のあり方を検討することとしています。 

本町の施設のあり方を検討していくにあたって取りうる手法について、第 4節に記載を

しています。その上で、小学校、子育て支援施設、役場庁舎の検討方針を記載しています。 

図表 14 公共施設のあり方検討の優先度

Ⅰ

(健全度60点未満)

Ⅱ

(健全度60点以上)

・北幼稚園

・南保育所

・いこいの郷公園

・教育委員会 ・社会福祉センター

・総合センター

・文化会館

施

設

重

要

度

Ⅲ

施設健全度

施

設

重

要

度

Ⅰ

・役場庁舎

・琴平小学校（屋内運動場）

・象郷小学校（校舎）

施

設

重

要

度

Ⅱ

・南幼稚園

・北保育所

・琴平小学校（校舎）

・榎井小学校（校舎）

・榎井小学校（屋内運動場）

・象郷小学校（屋内運動場）

優先度 1

優先度 2

優先度 3

優先度 2

優先度 3

優先度 4
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第5節 公共施設のあり方検討の手法 
 今後、本町の施設の適正なあり方を検討していくにあたって取りうる手法としては、以下
のようなメニューがあります。 

図表 15 検討手法 

①廃止 ②統合 ③複合化 ④規模縮小
⑤長寿命化

・改修
⑥転用
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第6節 学校施設のあり方の検討 
学校施設の再編検討について、文部科学省が示す「公立小学校・中学校の適正規模・適正

配置等に関する手引」（2015年 1月）によると、小中学校の統廃合対象基準を、「単学級の

発生を回避する水準」とし、全校児童生徒数が 235人以下の場合、統廃合を行うとしてい

ます。学校が統廃合され、無くなれば周辺地域に大きな影響を与えることが懸念されるため、

慎重に検討することが必要ですが、琴平町においても、「琴平町立小学校の適正規模・適正

配置等検討委員会」等で検討を重ねてきました。委員会の内容等も踏まえながら、再編につ

いての検討を行います。

①小学校の状況について 

小学校の状況を整理すると下記のとおりとなります。

図表 16 琴平町内の学年別生徒数の状況（平成 30年度琴平町学校施設台帳より）

学年
琴平小学校 榎井小学校 象郷小学校

H29年度 H30年度 H29年度 H30年度 H29年度 H30年度
1 21 20 21 8 20 18
2 22 21 13 20 24 20
3 20 23 18 10 22 25
4 16 20 19 18 26 23
5 21 15 18 19 22 27
6 16 21 16 17 25 22
小計 116 120 105 92 139 135
特殊 4 3 2 3 7 6
計 120 123 107 95 146 141
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図表 17 各小学校の主な建物の建築年及び面積・構造

＜琴平小学校＞ 
建物種類 建築年 面積（㎡） 構造
校舎 昭和５４年 ４，３３８㎡ RC 造 4F
体育館 昭和５３年 ９５３㎡ RC 造１F
運動場  ６，２１８㎡

※借用地含む
敷地面積 １０，３７２㎡

※同規模の学校を建て替えた場合の概算工事費…１，７４６，０３０千円 

＜榎井小学校＞ 
建物種類 建築年 面積（㎡） 構造
校舎 昭和５４年 ３，７５４㎡ RC 造３F
体育館 昭和５７年 ８９５㎡ RC 造１F
運動場  ５，４９３㎡

※借用地含む
敷地面積 ９，４２２㎡

※同規模の学校を建替えた場合の概算工事費…１，５３４，１７０千円 

＜象郷小学校＞ 
建物種類 建築年 面積（㎡） 構造
校舎 昭和５３年 １，９０３㎡ RC 造２F
校舎 平成１４年 ９２０㎡ S 造３F
体育館 昭和５７年 ６９０㎡ RC 造１F
運動場 ４，３３７㎡
敷地面積 ６，５１２㎡

※同規模の学校を建替えた場合の概算工事費…１，１５９，２９０千円 

（琴平町立小・中学校再編・改築整備基本方針の住民説明会に係る資料より、運動場面積に
ついては、平成 30年度琴平町学校施設台帳、敷地面積については、固定資産台帳より）
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児童数や各学校施設の建物や敷地の状況から、以下の 3 パターンについて、検討を行う
こととします。 
①3つの学校を１つの学校に統合し、新たな土地に学校を建設する。 
②3つの学校を１つの学校に統合し、既存の学校を使用する。 
③3つの学校を 2つの学校に統合し、既存の学校を使用する。 

施設建設面、教育面、通学面、財政面、児童数、安全面、地域バランス等の項目を設定し、
3つのパターンの比較検討を行った結果、図表 18のようになりました。 

図表 18 学校再編の比較検討 

施設・建設面 △
・用地確保が困難であることが
予想され、用地確保に時間が
かかる。

○
・場合によっては、教室数や運
動場の確保を工夫しなければ
ならない可能性がある。

○
・用地確保が必要なく、教室
数や運動場の確保も比較的
余裕がある。

教育面 ○

・最新の設備で環境も教育も
充実できる。
・幼稚園、保育所から遠くなり
交流にバスが必要。

○

・設備や環境は現状と変わら
ない。
・いずれかの幼稚園、保育所
とは現状と同様の交流ができ

○

・設備や環境は現状と変わら
ない。
・いずれかの幼稚園、保育所
とは現状と同様の交流ができ

通学面 △

・現存の３小学校区で公平
になるが、全体的には児童の
通学距離は伸びる。
・交通量や歩道の有無等の
課題の確認と課題の解消が
必要となる。

△

・いずれの学校への統合の場
合も、通学距離に偏りがでて
しまい、一部の児童に負担が
かかる。

○

・児童の負担の増加は少な
く、通学距離の偏りも少ない。
・交通量や歩道の有無等の
課題が少ない。

財政面 △

・校舎の建設費が必要とな
る。
・用地確保と造成費が必要と
なる。（費用は取得する用地
による。）
・通学路の整備に費用が必
要となる。

○

・現在の校舎の長寿命化で
対応をするが、教室数や運動
場の確保を工夫するための増
改築の必要がある場合があ
る。

△

・改築の必要はなく、長寿命
化改修を行う必要があり、2
校に対して改修することを見込
んでいる。

児童数 ○

・１学年2学級以上、全校
12学級以上の確保ができる。
・１学級20名以上の児童数
を確保できる。

○

・１学年2学級以上、全校
12学級以上の確保ができる。
・１学級20名以上の児童数
を確保できる。

△

・１学年2学級以上、全校
12学級以上の確保ができな
い場合がある。
・１学級20名以上の児童数
を確保ができない場合がある。

安全面
（耐震等） ○

・新設をするので、安全性は
高い。

○

・既存の学校は、いずれの施
設についても、30年以上が経
過しているが、耐震補強工事
は完了しており、長寿命化も
図ることができる。

○

・既存の学校は、いずれの施
設についても、30年以上が経
過しているが、耐震補強工事
は完了しており、長寿命化も
図ることができる。

地域バランス等 ○
・学校を中心とした新たな街づ
くりの展望が開ける。 △

・いずれの学校への統合の場
合も偏りがでてしまう。 ○

・偏りは少なく、バランスの取れ
た配置となる。

③3つの学校を2つの学校に統合し、既存
の学校を使用する。

②3つの学校を１つの学校に統合し、既存
の学校を使用する。

①3つの学校を１つの学校に統合し、新た
な土地に学校を建設する。
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財政面については、費用の検証を下記のとおり行っています。推計条件は、第 2 章 3 節
推計条件に基づいています。 

図表 19 学校施設の費用の検証  

比較検討の結果、小学校の再編にはもう少し検討が必要と考えています。 

パターン ① ② ③

校舎延床面積（㎡） 3,500 3,500～4,338 7,161

校舎延床面積の備考
概算で3,500㎡としてい

る。

どの学校かによって、面

積に幅がある。

仮に琴平小学校校舎と象

郷小学校校舎の合計の面

積としている。

費用の備考

校舎の延床面積に、建築

単価33万円/㎡を乗じて

試算。

校舎の延床面積に、長寿

命化改修を行うと想定し

て、単価17万円/㎡を乗

じて試算。

校舎の延床面積に、長寿

命化改修を行うと想定し

て、単価17万円/㎡を乗

じて試算。

体育館延床面積（㎡） 1,000 690～953 1,643

体育館延床面積の備考
概算で1,000㎡としてい

る。

どの学校かによって、面

積に幅がある。

仮に琴平小学校体育館と

象郷小学校体育館の合計

の面積としている。

費用の備考

体育館の延床面積に、建

築単価33万円/㎡を乗じ

て試算。

体育館の延床面積に、長

寿命化改修を行うと想定

して、単価17万円/㎡を

乗じて試算。

体育館の延床面積に、長

寿命化改修を行うと想定

して、単価17万円/㎡を

乗じて試算。

費用の備考
建設費用を2億円として

試算。

改修費用を5千万円とし

て試算。

改修費用を5千万円とし

て2校分で試算。

費用の備考

年間の委託費として、2

千万円～３千万円を見込

んでいる。

年間の委託費として、2

千万円～３千万円を見込

んでいる。

導入は必要ないものと見

込んでいる。但し、将来

的には必要となる可能性

があるため、その際は改

めて費用を試算するもの

とする。

校舎

体育館

プール

スクール

バス
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第7節 子育て支援施設のあり方の検討 
子育て支援施設についてあり方を検討します。現状の幼稚園と保育所について、①全ての

施設を更新するパターンと②幼保統合を行うパターンについて検証します。本町の幼稚園、

保育所は、もともと近距離にあることから、教育面や通学面、児童数については、大きな違

いはないものと捉え、費用の検証によって判断をします。費用の検証を下記のとおり行って

います。推計条件は、第 2章 3 節推計条件に基づいています。 

図表 20 子育て支援施設の費用の検証  
パターン ①全ての施設を更新する ②幼保統合を行う 

延床面積（㎡） 2,318 1,623

延床面積の備考 幼稚園、保育所の合計面積 
仮に、現状の延床面積を 3割削減

できるものとして試算。 

今後 40 年間にかかる概算費用（円） 1,159,000,000 535,590,000

費用の備考 

大規模改修後に 30 年使用し、そ

の後、建替えを行うものとする。

延床面積に、改修単価 17 万円/

㎡、更新単価 33万円/㎡がかかる

試算。 

統合後の延床面積に、更新単価

33万円/㎡がかかる試算。 

費用の一年あたり平均（円） 28,975,000 13,389,750

 上記のような検証結果から、幼保統合を行った際の費用は、全ての施設を更新する場合の

費用を大きく下回るため、子育て支援施設については、幼保統合を行うことが望ましいとい

えます。 
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第8節 役場庁舎の施設のあり方の検討 
町役場については、耐震診断の結果、緊急度が高いという結果が出ており、早急に何らか

の対策を行う必要があります。対策方針としては、現状の施設の耐震改修及び大規模改修を

図るか、建替えを行うことが考えられます。これらの２パターンについて比較検討を行いま

す。費用の検証についても行っています。

図表 21 町役場の方針の比較検討 

町民の利便性 △ ・利便性については現状と変わりは
ない。 ○ ・窓口部署の集約や相談スペースの

確保など配置等の見直しが可能。

事務所環境 △ ・庁舎の規模等は現状と変わりはな
い。 ○ ・庁舎の規模や配置計画により狭

隘化への対応が可能。

防災機能の強化 ×
・耐震性能の確保は図れるが、新た
なスペースの確保などの対応はできな
い。

○
・非常用発電装置の設置や防災備
蓄倉庫の確保など防災機能の強化
を図ることが可能。

ユニバーサルデザイン △

改修計画にユニバーサルデザインの
考え方を反映することは可能である
が、構造やスペース等から一定の制
約を受ける。

○

・ユニバーサルデザインの考え方を設
計段階から施設計画に反映できる。

費用対効果 △

・費用概算：約11憶円
・大規模改修を実施した場合も、
30年で建替えが必要となる。 ○

・費用概算：約9憶円
・土地の造成等が加わった場合は費
用が加わるが、左記にあるように、①
は30年で建替えが必要であることを
考えると、費用対効果は高い。

総合評価

①耐震改修
（耐震補強+大規模改修） ②建替え

△ ○
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図表 22 役場庁舎の費用の検証  

パターン 
①耐震改修 

（耐震補強+大規模改修）
②建替え 

延床面積（㎡） 2,266 2,266

今後 40 年間にかかる概算費用（円） 1,116,500,000 906,400,000

費用の備考 

延床面積に、改修単価 25万円/

㎡かかる試算。加えて、耐震改

修の費用約 5億 5千万円がかか

る（耐震診断報告書）。 

延床面積に、建替えを行うもの

として、単価 40 万円/㎡を乗じ

て試算。 

費用の一年あたり平均（円） 27,912,500 22,660,000

比較検討の結果、費用の面については、②建替えの場合の方のコストが低いという試算結

果となりました。また、機能面や安全面のその他の項目についても、建替えのメリットが大

きいという結果となりました。 

役場庁舎の再編検討については、建替えを検討することとします。 



25 

第４章 個別施設計画

第 3章までの施設マネジメントの検討結果をもとに個別施設計画を記載しています。こ

こでは、考えられる方針案を示し、具体的に対策方針、対策金額、対策時期が決まり次第、

本計画を更新するものとします。

図表 23 公共施設の方針一覧  
施設名称 施設方針案 

琴平町役場庁舎 建替え 

琴平町教育委員会 建替え、長寿命化、役場庁舎に統合

琴平町立北幼稚園 幼保統合 

琴平町立南幼稚園 幼保統合 

琴平町立琴平中学校 建替え 

琴平町立琴平小学校 統合 

琴平町立榎井小学校 統合 

琴平町立象郷小学校 統合 

琴平町立北保育所 幼保統合 

琴平町立南保育所 幼保統合 

いこいの郷公園 建替え、長寿命化

琴平町社会福祉センター 建替え、長寿命化、役場庁舎に統合 

琴平町総合センター 建替え、長寿命化

琴平町文化会館 建替え、長寿命化
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第５章 計画のフォローアップ

本計画は、公共建築物（建物）の改修や建替えの方針を示すものであり、町全体の施策のなか
で、年次および個別の事業費を精査していくとともに、随時見直しを行います。
計画の推進にあたっては、PDCA（Plan:計画の推進、Do:実行、Check：効果の評価・ 検証、
Action：見直し）サイクルの考え方に基づき、具体的な事業の実施と状況のフィードバック、翌
年度以降の展開に向けて適宜、見直しを行うことで、長期的な社会情勢の変化に対応し、計画の
確実な推進を図ります。 
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